
須賀川地方保健環境組合の沿革及び　関係法令等の経緯

明治３３年（１９００） 汚物清掃法：伝染病対策の観点から、汚物を清掃し清潔を保持する

　　　義務を定め、ゴミ処理の責任を市（町村を除く）に負わせた。

昭和２９年（１９５４） 清掃法：公衆衛生の向上を目的とした。

昭和３８年　１月３０日 「須賀川地方衛生処理組合」設立

昭和４０年　４月　１日 し尿処理施設の業務を開始（処理能力６３kl／日）

昭和４２年　３月　１日 ごみ処理施設（第１焼却炉）の業務を開始
（処理能力２０ｔ／日：平成元年停止）

（昭和３０年代後半から４０年代にかけて、日本は高度経済成長期に入り、経済的・物質的に飛躍的な

発展を遂げるに伴い、廃棄物の質・量ともに増大し、産業公害、都市公害が大きく社会問題化した。）

昭和４６年（１９７１） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律：生活環境の保全と公衆衛生の

　　　　　　　　　　　　　　　　向上を主眼とした。

昭和５０年　２月　１日 ごみ処理施設（第２焼却炉）の業務を開始
（処理能力３０ｔ／日：平成元年停止）

昭和５０年　３月　１日 し尿処理施設を増設（増設分２０kl／日）
（処理能力８３kl／日：平成７年停止）

昭和５２年（１９７７）

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場
に係る技術上の基準を定める命令（共同命令）

昭和５４年　１月　１日 休日夜間急病診療所の設置に伴い、
「須賀川地方保健環境組合」に改称

昭和５８年　８月２６日 須賀川市火葬場の廃止に伴い、
須賀川地方保健環境組合に斎場業務を移行

昭和６１年　４月　１日 最終処分場（第１期）の業務を開始（～平成１２年７月）
（埋立面積２３,３９０㎡、
　埋立容量１１３,７８５立米）

平成　２年　４月　１日 （現）ごみ焼却処理施設の本格稼働
（処理能力１００ｔ／日＝５０ｔ／１６ｈｒ＊２）

（昭和４８年と５４年の２度にわたるオイルショックを契機に、資源・エネルギーが有限であることや、

大量廃棄物の発生に伴う処分場不足や周辺の環境悪化等から、廃棄物の減量化・リサイクルの推進が叫

ばれてきた。）

平成　３年（１９９１） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（改正）：廃棄物の排出抑制や

　　　　　　　　　　　リサイクル等の廃棄物減量化の視点が導入。

〃 再生資源の利用に関する法律（リサイクル法）



平成　６年　３月２５日 最終処分場（第２期）竣功
（埋立面積１９,２００㎡、

　埋立容量１４０,８００立米）

平成　６年１１月　８日 粗大ごみ焼却施設の稼働（処理能力３.35ｔ／日）

平成　７年（１９９５） 容器包装リサイクル法

平成　８年　４月　１日 （現）し尿処理施設の本格稼働

（処理能力９７ｋｌ／日）

平成　９年（１９９７） 家電リサイクル法

平成１１年　７月１６日 ダイオキシン類対策特別措置法公布

平成１２年　１月１５日 ダイオキシン類対策特別措置法施行

平成１２年　２月２４日 資源物ストックヤード共用、ペットボトル減容機稼動
（延床面積：３６９㎡、
　　　　　　　　　　減容機処理能力３００ｋｇ／時間）

平成１２年　４月　１日 容器リサイクル法の施行

平成１２年　４月　１日 ペットボトル、その他プラスチック類の処理を開始

平成１３年　４月　１日 家電リサイクル法の施行

平成１２年　７月 最終処分場（第１期）への埋立業務を終了
(使用期間:14年4月)

平成１２年　８月 最終処分場（第２期）への埋立業務を開始

平成１３年　７月３０日 ごみ処理施設「排ガス高度処理施設等整備工事」の着工

平成１５年　３月１０日 ごみ処理施設「排ガス高度処理施設等整備工事」の完成



須賀川地方保健環境組合の沿革

昭和３８年　１月３０日 「須賀川地方衛生処理組合」設立

昭和４０年　４月　１日 し尿処理施設の業務を開始（処理能力６３kl／日）

昭和４２年　３月　１日 ごみ処理施設（第１焼却炉）の業務を開始

（処理能力２０ｔ／日：平成元年停止）

昭和５０年　２月　１日 ごみ処理施設（第２焼却炉）の業務を開始

（処理能力３０ｔ／日：平成元年停止）

昭和５０年　３月　１日 し尿処理施設を増設（増設分２０kl／日）

（処理能力８３kl／日：平成７年停止）

昭和５４年　１月　１日 休日夜間急病診療所の設置に伴い、

「須賀川地方保健環境組合」に改称

昭和５８年　８月２６日 須賀川市火葬場の廃止に伴い、

須賀川地方保健環境組合に斎場業務を移行

昭和６１年　４月　１日 最終処分場（第１期）の業務を開始（～平成１２年７月）

（埋立面積２３,３９０㎡、

　埋立容量１１３,７８５立米）

平成　２年　４月　１日 （現）ごみ焼却処理施設の本格稼働

（処理能力１００ｔ／日＝５０ｔ／１６ｈｒ＊２）

平成　６年　３月２５日 最終処分場（第２期）竣功

（埋立面積１９,２００㎡、

　埋立容量１４０,８００立米）

平成　６年１１月　８日 粗大ごみ焼却施設の稼働（処理能力３.35ｔ／日）

平成　８年　４月　１日 （現）し尿処理施設の本格稼働

（処理能力９７ｋｌ／日）

平成１２年　２月２４日 資源物ストックヤード共用、ペットボトル減容機稼動

（延床面積：３６９㎡、

　　　　　　　　　　減容機処理能力３００ｋｇ／時間）

平成１２年　４月　１日 ペットボトル、その他プラスチック類の処理を開始

平成１２年　７月 最終処分場（第１期）への埋立業務を終了
(使用期間:14年4月)

平成１２年　８月 最終処分場（第２期）への埋立業務を開始

平成１３年　７月３０日 ごみ処理施設「排ガス高度処理施設等整備工事」の着工

平成１５年　３月１０日 ごみ処理施設「排ガス高度処理施設等整備工事」の完成


